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本号で公布された条例のあらま本号で公布された条例のあらましし

◎ 宮崎県立病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例（条例第23号）

１ 改正の理由及び主な内容

県立病院の分娩料の上限額に関して、所要の改正をすることとしました。
べん

２ 施行期日

この条例は、平成27年７月１日から施行することとしました。

◎ 市町村立学校職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例（条例第24号）

１ 改正の理由及び主な内容

人事委員会勧告、義務教育費国庫負担金の見直し等を踏まえ、市町村立学校職員の給与改定等を行うため、所要の改正を行

うこととしました。

２ 施行期日

この条例は、平成27年４月１日から施行することとしました。

◎ 宮崎県教育関係職員定数条例の一部を改正する条例（条例第25号）

１ 改正の理由及び主な内容

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に伴い、所要の改正を行うこととしました。

２ 施行期日

この条例は、平成27年４月１日から施行することとしました。

◎ 宮崎県教育委員会の組織に関する条例（条例第26号）

１ 改正の理由及び主な内容

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に伴い、宮崎県教育委員会の委員の定数を定める条例を全部改正し、宮崎

県教育委員会の組織に関する条例とすることとしました。

２ 施行期日

この条例は、平成27年４月１日から施行することとしました。

◎ 教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例（条例第27号）

１ 改正の理由及び主な内容

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に伴い、所要の改正を行うこととしました。

２ 施行期日

この条例は、平成27年４月１日から施行することとしました。

◎ 地方警察職員の定員に関する条例の一部を改正する条例（条例第28号）
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１ 改正の理由及び主な内容

治安情勢に的確に対応することを目的として、警察官の定員を増やすため、所要の改正を行うこととしました。

２ 施行期日

この条例は、平成27年４月１日から施行することとしました。

◎ 警察関係使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例（条例第29号）

１ 改正の理由及び主な内容

運転免許試験手数料等の見直し及び自転車の運転による交通の危険を防止するための講習に係る手数料を定めたことに伴

い、所要の改正を行うこととしました。

２ 施行期日

この条例は、一部の規定を除き、平成27年４月１日から施行することとしました。

宮崎県立病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成27年３月20日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県条例第23号

宮崎県立病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

宮崎県立病院事業の設置等に関する条例（昭和41年宮崎県条例第44号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

条条 例例

改正後改正前

別表第２（第６条関係）

［略］

別表第２（第６条関係）

［略］

金 額単 位料 金 等

［略］

18万円を超えない範囲内にお

いて管理者が定める額

１児につき３ 分娩料
べん

［略］

金 額単 位料 金 等

［略］

20万円を超えない範囲内にお

いて管理者が定める額

１児につき３ 分娩料
べん

［略］

附 則

この条例は、平成27年７月１日から施行する。

市町村立学校職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例をここに公布する。

平成27年３月20日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県条例第24号

市町村立学校職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例

（市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部改正）

第１条 市町村立学校職員の給与等に関する条例（昭和32年宮崎県条例第26号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（特殊勤務手当）

第４条 ［略］

２・３ ［略］

４ 教員特殊業務手当は、小学校又は中学校に所属する副校長、教

頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、

養護助教諭又は講師で職務の級が教育職給料表の１級、２級又は

特２級のものが次に掲げる業務に従事した場合において、その業

務が心身に著しい負担を与えると教育委員会が認める程度に及ぶ

ときに支給する。

（１）・（２） ［略］

（３） 教育委員会が定める対外運動競技等において児童又は生徒

を引率して行う指導業務で泊を伴うもの又は勤務時間等条例第

（特殊勤務手当）

第４条 ［略］

２・３ ［略］

４ 教員特殊業務手当は、小学校又は中学校に所属する主幹教諭、

指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭又は

講師が次に掲げる業務に従事した場合において、その業務が心身

に著しい負担を与えると教育委員会が認める程度に及ぶときに支

給する。

（１）・（２） ［略］

（３） 教育委員会が定める対外運動競技等において児童又は生徒

を引率して行う指導業務で泊を伴うもの又は勤務時間等条例第
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２条第５項及び第７項の規定に基づく週休日（以下「週休日」

という。）、同条例第３条において県立学校職員の例によるこ

ととされる職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（昭和

28年宮崎県条例第43号）第４条に規定する祝日法による休日若

しくは年末年始の休日（同条例第４条の２第１項の規定により

代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部

を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。第５条

の２第１項において「休日等」という。）若しくは第６条にお

いて県立学校職員の例によることとされる職員の給与に関する

条例第６条の８後段の人事委員会規則で定める日（以下これら

を「週休日等」という。）に行うもの

（４） ［略］

５ 前項の手当の額は、業務に従事した日１日につき、次に掲げる

額とする。

（１） 前項第１号アの業務 6，400円（被害が特に甚大な非常災

害（教育委員会の定めるものに限る。）の際に、心身に著しい

負担を与えると教育委員会が認める業務に従事した場合にあっ

ては、当該額にその 100分の 100に相当する額を加算した額）

（２） 前項第１号イ及びウの業務 6，000円

（３） 前項第２号の業務 3，400円

（４） 前項第３号の業務 3，400円

（５） 前項第４号の業務 2，400円

６・７ ［略］

（管理職員特別勤務手当）

第５条の２ 第３条の３第１項の規定に基づく人事委員会規則で指

定する職を占める職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営

の必要により週休日又は休日等に勤務した場合は、当該職員には

、管理職員特別勤務手当を支給する。

２ 管理職員特別勤務手当の額は、前項の規定による勤務１回につ

き、１万 2，000円を超えない範囲内において人事委員会規則で定

める額とする。ただし、同項の規定による勤務に従事する時間等

を考慮して人事委員会規則で定める勤務にあっては、その額に 1

00分の 150を乗じて得た額とする。

（退職手当）

第８条 職員の退職手当（死亡一時金を含む。）については、県立

学校職員の例による。

２条第５項及び第７項の規定に基づく週休日（以下「週休日」

という。）、勤務時間等条例第３条において県立学校職員の例

によることとされる職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条

例（昭和28年宮崎県条例第43号）第４条に規定する祝日法によ

る休日若しくは年末年始の休日（同条例第４条の２第１項の規

定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時

間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日

。以下「休日等」という。）若しくは第６条において県立学校

職員の例によることとされる職員の給与に関する条例第６条の

８後段の人事委員会規則で定める日（以下これらを「週休日等

」という。）に行うもの

（４） ［略］

５ 前項の手当の額は、業務に従事した日１日につき、次に掲げる

額とする。

（１） 前項第１号アの業務 8，000円（被害が特に甚大な非常災

害（教育委員会の定めるものに限る。）の際に、心身に著しい

負担を与えると教育委員会が認める業務に従事した場合にあっ

ては、当該額にその 100分の 100に相当する額を加算した額）

（２） 前項第１号イ及びウの業務 7，500円

（３） 前項第２号の業務 4，250円

（４） 前項第３号の業務 4，250円

（５） 前項第４号の業務 3，000円

６・７ ［略］

（管理職員特別勤務手当）

第５条の２ 第３条の３第１項の規定に基づく人事委員会規則で指

定する職を占める職員（次項において「対象職員」という。）が

臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は

休日等に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当

を支給する。

２ 前項に規定する場合のほか、対象職員が災害への対処その他の

臨時又は緊急の必要により週休日又は休日等以外の日の午前零時

から午前５時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務

した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

３ 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に

応じ、当該各号に定める額とする。

（１） 第１項に規定する場合 同項の勤務１回につき、１万 2，0

00円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額（当

該勤務に従事する時間等を考慮して人事委員会規則で定める勤

務をした職員にあっては、その額に 100分の 150を乗じて得た

額）

（２） 前項に規定する場合 同項の勤務１回につき、 6，000円を

超えない範囲内において人事委員会規則で定める額

４ 前３項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関

し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

（退職手当）

第８条 職員の退職手当については、県立学校職員の例による。

別表を次のように改める。
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（県立学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正）

第２条 県立学校職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和34年宮崎県条例第10号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（教員特殊業務手当）

第５条 教員特殊業務手当は、中学校、高等学校、中等教育学校又

は特別支援学校に所属する副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、

教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助

手又は寄宿舎指導員で職務の級が給与条例別表第３イの特２級、

２級又は１級のものが次に掲げる業務に従事した場合において、

その業務が心身に著しい負担を与えると教育委員会が認める程度

に及ぶときに支給する。

（１）～（５） ［略］

２ 前項の手当の額は、業務に従事した日１日につき、次に掲げる

額とする。

（１） 前項第１号アの業務 6，400円（被害が特に甚大な非常災

害（教育委員会の定めるものに限る。）の際に、心身に著しい

負担を与えると教育委員会が認める業務に従事した場合にあっ

ては、当該額にその 100分の 100に相当する額を加算した額）

（２） 前項第１号イ及びウの業務 6，000円

（３） 前項第２号の業務 3，400円

（４） 前項第３号の業務 3，400円

（５） 前項第４号の業務 2，400円

（６） ［略］

（教員特殊業務手当）

第５条 教員特殊業務手当は、中学校、高等学校、中等教育学校又

は特別支援学校に所属する主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭

、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手又は寄宿舎指

導員が次に掲げる業務に従事した場合において、その業務が心身

に著しい負担を与えると教育委員会が認める程度に及ぶときに支

給する。

（１）～（５） ［略］

２ 前項の手当の額は、業務に従事した日１日につき、次に掲げる

額とする。

（１） 前項第１号アの業務 8，000円（被害が特に甚大な非常災

害（教育委員会の定めるものに限る。）の際に、心身に著しい

負担を与えると教育委員会が認める業務に従事した場合にあっ

ては、当該額にその 100分の 100に相当する額を加算した額）

（２） 前項第１号イ及びウの業務 7，500円

（３） 前項第２号の業務 4，250円

（４） 前項第３号の業務 4，250円

（５） 前項第４号の業務 3，000円

（６） ［略］

（市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正）

第３条 市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例（平成17年宮崎県条例第88号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

附 則

（号給の切替え）

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日におい

て市町村立学校職員の給与等に関する条例（以下「市町村立学校

職員給与等条例」という。）別表の給料表の適用を受けていた職

員の施行日における号給（以下「新号給」という。）は、次項に

規定する職員を除き、施行日の前日においてその者が属していた

職務の級（以下「旧級」という。）、受けていた号給（以下「旧

号給」という。）及びその者が旧号給を受けていた期間（人事委

員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間。以下「

経過期間」という。）に応じて附則別表に定める号給とする。

（給料の切替えに伴う経過措置）

６ 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で

、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額（

市町村立学校職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例

（平成21年宮崎県条例第49号。以下この項において「平成21年改

正条例」という。）の施行の日において次の各号に掲げる職員で

ある者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じ

て得た額とし、その額に１円未満の端数を生じたときはこれを切

り捨てた額とする。）に達しないこととなるもの（人事委員会規

則で定める職員を除く。）には、平成33年３月31日までの間（以

下「支給期間」という。）、給料月額のほか、その差額に相当す

る額（市町村立学校職員給与等条例附則第13項の規定により読み

替えて適用される職員の給与に関する条例（昭和29年宮崎県条例

第40号）附則第13項の規定により給与が減ぜられて支給される職

附 則

（号給の切替え）

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日におい

て市町村立学校職員の給与等に関する条例（以下「市町村立学校

職員給与等条例」という。）別表の給料表の適用を受けていた職

員の施行日における号給（以下「新号給」という。）は、次項に

規定する職員を除き、施行日の前日においてその者が属していた

職務の級（以下「旧級」という。）、受けていた号給（以下「旧

号給」という。）及びその者が旧号給を受けていた期間（人事委

員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間。以下「

経過期間」という。）に応じて附則別表第１に定める号給とする

。

（給料の切替えに伴う経過措置）

６ 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で

、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額（

市町村立学校職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例

（平成21年宮崎県条例第49号。附則別表第２において「平成21年

改正条例」という。）の施行の日において同表の左欄に掲げる職

員である者にあっては、当該給料月額に、同欄に掲げる職員の区

分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額とし

、その額に１円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額と

する。）に達しないこととなるもの（人事委員会規則で定める職

員を除く。）には、平成33年３月31日までの間、給料月額のほか

、その差額に相当する額（市町村立学校職員給与等条例附則第13

項の規定により読み替えて適用される職員の給与に関する条例（

昭和29年宮崎県条例第40号）附則第13項の規定により給与が減ぜ
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員にあっては、当該額に 100分の99を乗じて得た額）から、平成

26年４月１日から平成27年３月31日までの間にあっては 2，000円

を、平成27年４月１日以降にあっては平成26年４月１日から給料

の支給日までの期間の年数（その期間に１年に満たない端数があ

るときは、これを切り捨てるものとする。）に１を加えた数に 2

，000円を乗じて得た額を減じた額（零を上回るものに限る。）（

以下「減額後の差額相当額」という。）を給料として支給する。

（１） 平成21年改正条例附則第２項の規定により読み替えて適用

する職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成21

年宮崎県条例第47号）附則第２項第１号に規定する減額改定対

象職員 100分の99．1

（２） 前号に掲げる職員以外の職員 100分の 99．34

７ 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員（前項に

規定する職員を除く。）について、同項の規定による給料を支給

される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員

には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じ

て、給料を支給する。

８ 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員に

ついて、任用の事情等を考慮して前２項の規定による給料を支給

される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員

には、人事委員会規則の定めるところにより、前２項の規定に準

じて、給料を支給する。ただし、平成19年４月１日、平成20年４

月１日又は平成21年４月１日に単純な労務に雇用される職員の給

与の種類及び基準に関する条例（昭和32年宮崎県条例第28号）の

適用を受ける職員から職員の給与に関する条例の適用を受ける職

員となった後において、市町村立学校職員給与等条例の適用を受

ける職員となった者のうち人事委員会規則で定めるものについて

は、前２項の規定にかかわらず、支給期間の満了後にあっても人

事委員会規則で定める期間、給料月額のほか減額後の差額相当額

を給料として支給する。この場合において、その者の受ける給料

月額と減額後の差額相当額の合計額が、施行日の前日に受けてい

た給料月額に 100分の99．7を乗じて得た額（その額に１円未満の

端数があるときはその端数を切り捨てた額）に、 100分の99．1を

乗じて得た額（その額に１円未満の端数があるときはその端数を

切り捨てた額）を下回らないものとする。

（人事委員会規則への委任）

12 附則第２項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行

に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

附則別表 教育職給料表の適用を受ける職員の新号給

られて支給される職員にあっては、当該額に 100分の99を乗じて

得た額）から附則別表第３の左欄に掲げる期間の区分に応じ、そ

れぞれ同表の右欄に掲げる額を減じた額（零を上回るものに限る

。）を給料として支給する。

７ 前項の規定は、施行日の前日から引き続き給料表の適用を受け

る職員（同日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員を除

く。）で、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必

要があると認められるものについて準用する。この場合において

、同項中「同日において受けていた給料月額」とあるのは「人事

委員会規則で定める額」と読み替えるものとする。

８ 第６項の規定は、施行日以降に新たに給料表の適用を受けるこ

ととなった職員で、任用の事情等を考慮して同項（前項において

準用する場合を含む。）の規定による給料を支給される職員との

権衡上必要があると認められるものについて準用する。この場合

において、第６項中「同日において受けていた給料月額」とある

のは「人事委員会規則で定める額」と、「平成33年３月31日まで

の間」とあるのは「平成33年３月31日までの間（平成19年４月１

日以降に単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関

する条例（昭和32年宮崎県条例第28号）の適用を受ける職員（以

下「現業職員」という。）から職員の給与に関する条例の適用を

受ける職員となった後において、市町村立学校職員給与等条例の

適用を受ける職員となった者（以下「任命換職員」という。）の

うち人事委員会規則で定めるものにあっては、人事委員会規則で

定める期間）」と、「（零を上回るものに限る。）を給料として

支給する。」とあるのは「（零を上回るものに限る。）（以下「

減額後の差額相当額」という。）を給料として支給する。この場

合において、任命換職員に係る平成33年４月１日以降の減額後の

差額相当額は、その者が任命換職員となった日の前日に現業職員

として受けていた給料月額に 100分の99．7（任命換職員となった

日が平成21年４月１日である者にあっては 100分の99）を乗じて

得た額（その額に１円未満の端数があるときはその端数を切り捨

てた額）に、 100分の99．1を乗じて得た額（その額に１円未満の

端数があるときはその端数を切り捨てた額）とその者の受ける給

料月額との差額（零を上回るものに限る。）とする。」と読み替

えるものとする。

12 附則第６項から第９項までの規定は、市町村立学校職員の給与

等に関する条例等の一部を改正する条例（平成27年宮崎県条例第

24号）附則第３項（同条例附則第４項及び第５項において準用す

る場合を含む。）の規定による給料が支給される職員には、適用

しない。

（人事委員会規則への委任）

13 附則第２項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行

に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

附則別表第１ 教育職給料表の適用を受ける職員の新号給（附則第

２項関係）

［略］［略］
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附則別表第２（附則第６項関係）

附則別表第３（附則第６項関係）

割 合職 員

100分の99．1１ 平成21年改正条例附則第２項の規定に

より読み替えて適用する職員の給与に関

する条例等の一部を改正する条例（平成

21年宮崎県条例第47号）附則第２項第１

号に規定する減額改定対象職員

100分の 99．34２ １の項に掲げる職員以外の職員

額期 間

円

2，000平成26年４月１日から平成27年３月31日まで

4，000平成27年４月１日から平成28年３月31日まで

6，000平成28年４月１日から平成29年３月31日まで

8，000平成29年４月１日から平成30年３月31日まで

10，000平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

12，000平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

14，000平成32年４月１日以降

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成27年４月１日から施行する。

（施行日前の異動者の号給の調整）

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準じる職員の施

行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限

度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

（給料の切替えに伴う経過措置）

３ 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しな

いこととなるもの（人事委員会規則で定める職員を除く。）には、当分の間、給料月額のほか、その差額に相当する額（市町村立学校職

員の給与等に関する条例附則第13項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に 100分の99を乗じて得た額）を

給料として支給する。ただし、差額に相当する額が、市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例（平成17年宮崎県条

例第88号）附則第６項（同条例附則第７項及び第８項において準用する場合を含む。）の給料の額に達しない場合は、支給しない。

４ 前項の規定は、施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員（同日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員を除く。）

で、前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるものについて準用する。この場合において、同項中「同

日において受けていた給料月額」とあるのは、「人事委員会規則で定める額」と読み替えるものとする。

５ 附則第３項の規定は、施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員で、任用の事情等を考慮して同項（前項において準

用する場合を含む。）の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるものについて準用する。この場合において

、附則第３項中「同日において受けていた給料月額」とあるのは、「人事委員会規則で定める額」と読み替えるものとする。

６ 前３項の規定の適用について、部内の他の職員との権衡を失すると認められるときその他特別の事情があるときは、人事委員会と協議

の上、必要な調整を行うことができる。

７ 附則第３項（附則第４項及び第５項において準用する場合を含む。）の規定による給料を支給される職員に関する次に掲げる条例の規

定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と市町村立学校職員の給与等に関する条例等の一部を改正す

る条例（平成27年宮崎県条例第24号）附則第３項（同条例附則第４項及び第５項において準用する場合を含む。）の規定による給料の額

との合計額」とする。

（１） 職員の給与に関する条例（昭和29年宮崎県条例第40号）第８条第５項（第８条の４第４項において準用する場合を含む。）

（２） 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例（昭和46年宮崎県条例第47号）第３条第１項

（３） 一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成15年宮崎県条例第１号）第７条第４項

（人事委員会規則への委任）

８ 附則第２項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

宮崎県教育関係職員定数条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成27年３月20日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県条例第25号
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宮崎県教育関係職員定数条例の一部を改正する条例

宮崎県教育関係職員定数条例（昭和57年宮崎県条例第24号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（趣旨）

第１条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（

昭和31年法律第 162号）第19条、第31条第３項及び第41条第１項

の規定に基づき、教育委員会事務局等職員、県立学校職員及び市

町村立学校県費負担教職員の定数に関し必要な事項を定めるもの

とする。

（趣旨）

第１条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（

昭和31年法律第 162号）第21条、第31条第３項及び第41条第１項

の規定に基づき、教育委員会事務局等職員、県立学校職員及び市

町村立学校県費負担教職員の定数に関し必要な事項を定めるもの

とする。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成27年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律（平成26年法律第76号）附則第２条第２項に規定する場合は、この条

例による改正後の宮崎県教育関係職員定数条例第１条の規定は適用せず、この条例による改正前の宮崎県教育関係職員定数条例第１条の

規定は、なおその効力を有する。

宮崎県教育委員会の組織に関する条例をここに公布する。

平成27年３月20日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県条例第26号

宮崎県教育委員会の組織に関する条例

宮崎県教育委員会の委員の定数を定める条例（平成11年宮崎県条例第70号）の全部を改正する。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第 162号）第３条ただし書の規定に基づき、宮崎県教育委員会は、教育長及び

５人の委員をもって組織する。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成27年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律（平成26年法律第76号）附則第２条第１項に規定する旧教育長が在職

する間は、この条例による改正後の宮崎県教育委員会の組織に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成27年３月20日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県条例第27号

教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例

教育長の給与等に関する条例（平成12年宮崎県条例第36号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（趣旨）

第１条 この条例は、教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務

条件に関し、必要な事項を定めるものとする。

（期末手当）

第４条 ［略］

２ ［略］

３ 期末手当は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和

31年法律第 162号。以下「法」という。）第７条第１項の規定に

より罷免された者（職務上の義務違反その他教育長たるに適しな

い非行により罷免された者に限る。）又は法第８条第２項におい

て準用する地方自治法（昭和22年法律第67号）第87条第１項の規

定若しくは法第９条第１項の規定により失職した者（法第４条第

（趣旨）

第１条 この条例は、教育公務員特例法（昭和24年法律第１号）第

16条第２項の規定に基づき、教育長の給与、旅費、勤務時間その

他の勤務条件に関し、必要な事項を定めるものとする。

（期末手当）

第４条 ［略］

２ ［略］

３ 期末手当は、地方公務員法（昭和25年法律第 261号）第28条第

４項の規定により失職した者（同法第16条第１号に該当して失職

した場合を除く。）、同法第29条の規定により免職された者又は

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第 162

号）第７条第１項の規定により教育委員会委員を罷免された者（

職務上の義務違反その他教育委員会委員たるに適しない非行によ
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３項第１号に該当する者を除く。）には、支給しない。

４ ［略］

り罷免された者に限る。）には、支給しない。

４ ［略］

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成27年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律（平成26年法律第76号）附則第２条第１項に規定する旧教育長につい

ては、この条例による改正後の教育長の給与等に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

地方警察職員の定員に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成27年３月20日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県条例第28号

地方警察職員の定員に関する条例の一部を改正する条例

地方警察職員の定員に関する条例（昭和29年宮崎県条例第18号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

別表（第２条関係）別表（第２条関係）

定 員区 分

［略］階 級警 察 官

183人警 部

559人警 部 補

579人巡 査 部 長

597人巡 査

2，008人計

［略］

2，329人合 計

［略］

定 員区 分

［略］階 級警 察 官

184人警 部

562人警 部 補

581人巡 査 部 長

600人巡 査

2，017人計

［略］

2，338人合 計

［略］

附 則

この条例は、平成27年４月１日から施行する。

警察関係使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成27年３月20日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県条例第29号

警察関係使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例

警察関係使用料及び手数料徴収条例（平成12年宮崎県条例第40号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

別表第２（第３条関係）別表第２（第３条関係）

備 考金 額単位区 分手 数 料

［略］

［略］56 運転

免許試

験手数

料

道交法第97

条第１項第

２号に掲げ

る事項につ

いて行う試

験を公安委

員会が提供

する自動車

を使用して

受ける場合

4，600円同大型自動車免許又は中型自

動車免許に係る試験（道交

法第97条の２第１項の規定

の適用を受けない場合に限

る。）

備 考金 額単位区 分手 数 料

［略］

［略］56 運転

免許試

験手数

料

道交法第97

条第１項第

２号に掲げ

る事項につ

いて行う試

験を公安委

員会が提供

する自動車

を使用して

受ける場合

4，400円同大型自動車免許又は中型自

動車免許に係る試験（道交

法第97条の２第１項の規定

の適用を受けない場合に限

る。）
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にあっては

、 7，700円

とする。

1，800円同普通自動車免許に係る試験

（道交法第97条の２第１項

第１号又は第２号に該当し

て同項の規定の適用を受け

る場合に限る。）

1，900円同普通自動車免許に係る試験

（道交法第97条の２第１項

第３号又は第５号に該当し

て同項の規定の適用を受け

る場合に限る。）

道交法第97

条第１項第

２号に掲げ

る事項につ

いて行う試

験を公安委

員会が提供

する自動車

を使用して

受ける場合

にあっては

、 3，050円

とする。

［略］普通自動車免許に係る試験

（道交法第97条の２第１項

の規定の適用を受けない場

合に限る。）

［略］

道交法第97

条第１項第

２号に掲げ

る事項につ

いて行う試

験を公安委

員会が提供

する自動車

を使用して

受ける場合

にあっては

、 4，600円

とする。

3，050円同特定第一種運転免許又は大

型特殊自動車第二種免許若

しくは牽引第二種免許に係
けん

る試験（道交法第97条の２

第１項の規定の適用を受け

ない場合に限る。）

1，900円同小型特殊自動車免許又は原

動機付自転車免許に係る試

験（道交法第97条の２第１

項の規定の適用を受ける場

合に限る。）

［略］

［略］4，600円同大型自動車第二種免許、中

型自動車第二種免許又は普

通自動車第二種免許に係る

試験（道交法第97条の２第

１項の規定の適用を受けな

い場合に限る。）

［略］

道交法第973，000円同仮運転免許に係る試験（道

にあっては

、 7，400円

とする。

1，750円同普通自動車免許に係る試験

（道交法第97条の２第１項

第１号又は第２号に該当し

て同項の規定の適用を受け

る場合に限る。）

1，850円同普通自動車免許に係る試験

（道交法第97条の２第１項

第３号又は第５号に該当し

て同項の規定の適用を受け

る場合に限る。）

道交法第97

条第１項第

２号に掲げ

る事項につ

いて行う試

験を公安委

員会が提供

する自動車

を使用して

受ける場合

にあっては

、 3，100円

とする。

［略］普通自動車免許に係る試験

（道交法第97条の２第１項

の規定の適用を受けない場

合に限る。）

［略］

道交法第97

条第１項第

２号に掲げ

る事項につ

いて行う試

験を公安委

員会が提供

する自動車

を使用して

受ける場合

にあっては

、 4，500円

とする。

2，950円同特定第一種運転免許又は大

型特殊自動車第二種免許若

しくは牽引第二種免許に係
けん

る試験（道交法第97条の２

第１項の規定の適用を受け

ない場合に限る。）

1，850円同小型特殊自動車免許又は原

動機付自転車免許に係る試

験（道交法第97条の２第１

項の規定の適用を受ける場

合に限る。）

［略］

［略］4，550円同大型自動車第二種免許、中

型自動車第二種免許又は普

通自動車第二種免許に係る

試験（道交法第97条の２第

１項の規定の適用を受けな

い場合に限る。）

［略］

道交法第972，850円同仮運転免許に係る試験（道
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条第１項第

２号に掲げ

る事項につ

いて行う試

験を公安委

員会が提供

する自動車

を使用して

受ける場合

にあっては

、 4，550円

とする。

交法第97条の２第１項の規

定の適用を受けない場合に

限る。）

公安委員会

が提供する

自動車を使

用して受け

る場合にあ

っては、6

，950円とす

る。

3，850円１件に

つき

大型自動車仮運転免許又は

中型自動車仮運転免許を受

けている者に対する道交法

第89条第３項の規定による

検査

56の２

運転技

能検査

手数料

公安委員会

が提供する

自動車を使

用して受け

る場合にあ

っては、4

，900円とす

る。

4，050円同普通自動車仮運転免許を受

けている者に対する道交法

第89条第３項の規定による

検査

公安委員会

が提供する

自動車を使

用して受け

る場合にあ

っては、 3

，100円とす

る。

1，550円１件に

つき

57 審査

手数料

［略］

3，600円１件に

つき

第一種運転免許又は第二種

運転免許に係る免許証

59 運転

免許証

再交付

手数料

［略］

［略］

1，200円１件に

つき

60 技能

検定員

資格者

証交付

手数料

［略］23，500円１件に

つき

大型自動車免許又は中型自

動車免許に係る道交法第99

条の２第４項第１号イの規

定による審査（以下「技能

検定員審査」という。）

61 技能

検定員

審査手

数料

［略］

21，850円同大型自動車第二種免許、中

条第１項第

２号に掲げ

る事項につ

いて行う試

験を公安委

員会が提供

する自動車

を使用して

受ける場合

にあっては

、 4，400円

とする。

交法第97条の２第１項の規

定の適用を受けない場合に

限る。）

公安委員会

が提供する

自動車を使

用して受け

る場合にあ

っては、 6

，650円とす

る。

3，650円１件に

つき

大型自動車仮運転免許又は

中型自動車仮運転免許を受

けている者に対する道交法

第89条第３項の規定による

検査

56の２

運転技

能検査

手数料

公安委員会

が提供する

自動車を使

用して受け

る場合にあ

っては、 4

，750円とす

る。

3，850円同普通自動車仮運転免許を受

けている者に対する道交法

第89条第３項の規定による

検査

公安委員会

が提供する

自動車を使

用して受け

る場合にあ

っては、 3

，000円とす

る。

1，450円１件に

つき

57 審査

手数料

［略］

3，500円１件に

つき

第一種運転免許又は第二種

運転免許に係る免許証

59 運転

免許証

再交付

手数料

［略］

［略］

1，100円１件に

つき

60 技能

検定員

資格者

証交付

手数料

［略］23，450円１件に

つき

大型自動車免許又は中型自

動車免許に係る道交法第99

条の２第４項第１号イの規

定による審査（以下「技能

検定員審査」という。）

61 技能

検定員

審査手

数料

［略］

21，700円同大型自動車第二種免許、中
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型自動車第二種免許又は普

通自動車第二種免許に係る

技能検定員審査で、これら

の免許に対応する第一種運

転免許に係る技能検定員資

格者証の交付を受けている

者に対するもの（以下「大

型自動車第二種免許等に係

る技能検定員審査」という

。）

1，200円１件に

つき

62 教習

指導員

資格者

証交付

手数料

［略］15，000円１件に

つき

大型自動車免許又は中型自

動車免許に係る道交法第99

条の３第４項第１号イの規

定による審査（以下「教習

指導員審査」という。）

63 教習

指導員

審査手

数料

［略］

9，450円同特定第一種運転免許に係る

教習指導員審査

12，850円同大型自動車第二種免許、中

型自動車第二種免許又は普

通自動車第二種免許に係る

教習指導員審査で、これら

の免許に対応する第一種運

転免許に係る教習指導員資

格者証の交付を受けている

者に対するもの（以下「大

型自動車第二種免許等に係

る教習指導員審査」という

。）

道交法第 1

00条の２第

２項に規定

する普通自

動車の運転

について必

要な技能に

ついて行う

試験を公安

委員会が提

供する自動

車を使用し

て受ける場

合にあって

は、 2，800

円とする。

［略］普通自動車免許に係る再試

験

64 運転

免許再

試験手

数料

道交法第 1

00条の２第

２項に規定

する大型自

1，700円同大型自動二輪車免許又は普

通自動二輪車免許に係る再

試験

型自動車第二種免許又は普

通自動車第二種免許に係る

技能検定員審査で、これら

の免許に対応する第一種運

転免許に係る技能検定員資

格者証の交付を受けている

者に対するもの（以下「大

型自動車第二種免許等に係

る技能検定員審査」という

。）

1，100円１件に

つき

62 教習

指導員

資格者

証交付

手数料

［略］14，950円１件に

つき

大型自動車免許又は中型自

動車免許に係る道交法第99

条の３第４項第１号イの規

定による審査（以下「教習

指導員審査」という。）

63 教習

指導員

審査手

数料

［略］

9，400円同特定第一種運転免許に係る

教習指導員審査

12，750円同大型自動車第二種免許、中

型自動車第二種免許又は普

通自動車第二種免許に係る

教習指導員審査で、これら

の免許に対応する第一種運

転免許に係る教習指導員資

格者証の交付を受けている

者に対するもの（以下「大

型自動車第二種免許等に係

る教習指導員審査」という

。）

道交法第 1

00条の２第

２項に規定

する普通自

動車の運転

について必

要な技能に

ついて行う

試験を公安

委員会が提

供する自動

車を使用し

て受ける場

合にあって

は、 2，850

円とする。

［略］普通自動車免許に係る再試

験

64 運転

免許再

試験手

数料

道交法第 1

00条の２第

２項に規定

する大型自

1，750円同大型自動二輪車免許又は普

通自動二輪車免許に係る再

試験
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動二輪車又

は普通自動

二輪車の運

転について

必要な技能

について行

う試験を公

安委員会が

提供する自

動車を使用

して受ける

場合にあっ

ては、 3，3

00円とする

。

1，050円同原動機付自転車免許に係る

再試験

［略］

1，350円１件に

つき

一般講習66 特定

任意講

習手数

料 ［略］同チャレンジ講習

［略］

［略］

750円１人１

時間に

つき

道交法第 108条の２第１項

第１号に掲げる講習

68 講習

手数料

2，350円同道交法第 108条の２第１項

第２号に掲げる講習

2，100円同道交法第 108条の２第１項

第３号に掲げる講習

4，650円同道交法第 108条の２第１項

第４号に掲げる講習（大型

自動車免許又は中型自動車

免許に係る講習に限る。）

［略］

4，100円同道交法第 108条の２第１項

第５号に掲げる講習（大型

自動二輪車免許に係る講習

に限る。）

4，000円同道交法第 108条の２第１項

第５号に掲げる講習（普通

自動二輪車免許に係る講習

に限る。）

［略］

3，100円同道交法第 108条の２第１項

第７号に掲げる講習

1，300円同道交法第 108条の２第１項

第８号に掲げる講習

［略］

2，050円同道交法第 108条の２第１項

第10号に掲げる講習（普通

自動車免許に係る講習に限

動二輪車又

は普通自動

二輪車の運

転について

必要な技能

について行

う試験を公

安委員会が

提供する自

動車を使用

して受ける

場合にあっ

ては、 3，2

50円とする

。

1，000円同原動機付自転車免許に係る

再試験

［略］

900円１人１

時間に

つき

一般講習66 特定

任意講

習手数

料 ［略］１件に

つき

チャレンジ講習

［略］

［略］

700円１人１

時間に

つき

道交法第 108条の２第１項

第１号に掲げる講習

68 講習

手数料

2，450円同道交法第 108条の２第１項

第２号に掲げる講習

2，200円同道交法第 108条の２第１項

第３号に掲げる講習

4，700円同道交法第 108条の２第１項

第４号に掲げる講習（大型

自動車免許又は中型自動車

免許に係る講習に限る。）

［略］

4，150円同道交法第 108条の２第１項

第５号に掲げる講習（大型

自動二輪車免許に係る講習

に限る。）

4，050円同道交法第 108条の２第１項

第５号に掲げる講習（普通

自動二輪車免許に係る講習

に限る。）

［略］

3，150円同道交法第 108条の２第１項

第７号に掲げる講習

1，250円同道交法第 108条の２第１項

第８号に掲げる講習

［略］

2，100円同道交法第 108条の２第１項

第10号に掲げる講習（普通

自動車免許に係る講習に限
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る。）

2，750円同道交法第 108条の２第１項

第10号に掲げる講習（大型

自動二輪車免許に係る講習

に限る。）

2，600円同道交法第 108条の２第１項

第10号に掲げる講習（普通

自動二輪車免許に係る講習

に限る。）

2，450円同道交法第 108条の２第１項

第10号に掲げる講習（原動

機付自転車免許に係る講習

に限る。）

600円１件に

つき

道交法第 108条の２第１項

第11号に掲げる講習（道交

法第92条の２第１項の表の

備考１の２に規定する優良

運転者に対する講習に限る

。）

950円同道交法第 108条の２第１項

第11号に掲げる講習（道交

法第92条の２第１項の表の

備考１の３に規定する一般

運転者に対する講習に限る

。）

当該講習が

道路交通法

施行令第43

条第１項の

規定に基づ

く国家公安

委員会規則

で定める道

路交通法施

行令第33条

の７第２項

の基準に該

当しない者

に対する講

習にあって

は、 950円

とする。

1，500円同道交法第 108条の２第１項

第11号に掲げる講習（道交

法第92条の２第１項の表の

備考１の４に規定する違反

運転者等に対する講習に限

る。）

当該講習が

道交法第97

条の２第１

項第３号イ

又は第 101

条の４第２

項の規定に

より認知機

能検査の結

果に基づい

て行うもの

である場合

5，800円同道交法第 108条の２第１項

第12号に掲げる講習（小型

特殊自動車免許以外の第一

種運転免許又は第二種運転

免許を受けている者に対す

る講習に限る。）

る。）

2，700円同道交法第 108条の２第１項

第10号に掲げる講習（大型

自動二輪車免許に係る講習

に限る。）

2，550円同道交法第 108条の２第１項

第10号に掲げる講習（普通

自動二輪車免許に係る講習

に限る。）

2，400円同道交法第 108条の２第１項

第10号に掲げる講習（原動

機付自転車免許に係る講習

に限る。）

500円１件に

つき

道交法第 108条の２第１項

第11号に掲げる講習（道交

法第92条の２第１項の表の

備考１の２に規定する優良

運転者に対する講習に限る

。）

800円同道交法第 108条の２第１項

第11号に掲げる講習（道交

法第92条の２第１項の表の

備考１の３に規定する一般

運転者に対する講習に限る

。）

当該講習が

道路交通法

施行令第43

条第１項の

規定に基づ

く国家公安

委員会規則

で定める道

路交通法施

行令第33条

の７第２項

の基準に該

当しない者

に対する講

習にあって

は、 800円

とする。

1，350円同道交法第 108条の２第１項

第11号に掲げる講習（道交

法第92条の２第１項の表の

備考１の４に規定する違反

運転者等に対する講習に限

る。）

当該講習が

道交法第97

条の２第１

項第３号イ

又は第 101

条の４第２

項の規定に

より認知機

能検査の結

果に基づい

て行うもの

である場合

5，600円同道交法第 108条の２第１項

第12号に掲げる講習（小型

特殊自動車免許以外の第一

種運転免許又は第二種運転

免許を受けている者に対す

る講習に限る。）
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付表１（技能検定員審査手数料関係）付表１（技能検定員審査手数料関係）

にあっては

、 5，350円

とする。

2，350円同道交法第 108条の２第１項

第12号に掲げる講習（小型

特殊自動車免許のみを受け

ている者に対する講習に限

る。）

当該講習が

道路交通法

施行令第43

条第１項の

規定に基づ

く国家公安

委員会規則

で定めるも

のである場

合にあって

は、 9，200

円とする。

13，350円同道交法第 108条の２第１項

第13号に掲げる講習

850円１件に

つき

69 通知

手数料

［略］

にあっては

、 5，200円

とする。

2，250円同道交法第 108条の２第１項

第12号に掲げる講習（小型

特殊自動車免許のみを受け

ている者に対する講習に限

る。）

当該講習が

道路交通法

施行令第43

条第１項の

規定に基づ

く国家公安

委員会規則

で定めるも

のである場

合にあって

は、 9，050

円とする。

13，200円同道交法第 108条の２第１項

第13号に掲げる講習

1，900円１人１

時間に

つき

道交法第 108条の２第１項

第14号に掲げる講習

900円１件に

つき

69 通知

手数料

［略］

別表第２の金額

の欄に定める額

から減ずる額

区 分審 査 細 目

4，150円大型自動車免許又は中型自動車免

許に係る技能検定員審査

１ 技能検定員とし

て必要な自動車の

運転技能 3，750円普通自動車免許に係る技能検定員

審査

［略］

4，450円大型自動車第二種免許等に係る技

能検定員審査

7，000円大型自動車免許又は中型自動車免

許に係る技能検定員審査

２ 自動車の運転技

能に関する観察及

び採点の技能 6，400円普通自動車免許に係る技能検定員

審査

2，200円特定第一種運転免許に係る技能検

定員審査

7，800円大型自動車第二種免許等に係る技

能検定員審査

2，100円大型自動車免許又は中型自動車免

許に係る技能検定員審査

３ 道交法第 108条

の28第４項に規定

する教則の内容と

なっている事項

1，850円普通自動車免許に係る技能検定員

審査

2，100円特定第一種運転免許に係る技能検

定員審査

2，100円大型自動車免許又は中型自動車免

許に係る技能検定員審査

４ 自動車教習所に

関する法令につい

ての知識 1，850円普通自動車免許に係る技能検定員

別表第２の金額

の欄に定める額

から減ずる額

区 分審 査 細 目

4，000円大型自動車免許又は中型自動車免

許に係る技能検定員審査

１ 技能検定員とし

て必要な自動車の

運転技能 3，600円普通自動車免許に係る技能検定員

審査

［略］

4，250円大型自動車第二種免許等に係る技

能検定員審査

6，700円大型自動車免許又は中型自動車免

許に係る技能検定員審査

２ 自動車の運転技

能に関する観察及

び採点の技能 6，100円普通自動車免許に係る技能検定員

審査

2，100円特定第一種運転免許に係る技能検

定員審査

7，400円大型自動車第二種免許等に係る技

能検定員審査

2，450円大型自動車免許又は中型自動車免

許に係る技能検定員審査

３ 道交法第 108条

の28第４項に規定

する教則の内容と

なっている事項

1，950円普通自動車免許に係る技能検定員

審査

1，950円特定第一種運転免許に係る技能検

定員審査

2，450円大型自動車免許又は中型自動車免

許に係る技能検定員審査

４ 自動車教習所に

関する法令につい

ての知識 1，950円普通自動車免許に係る技能検定員
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付表２（教習指導員審査手数料関係）付表２（教習指導員審査手数料関係）

審査

2，100円特定第一種運転免許に係る技能検

定員審査

2，250円大型自動車免許又は中型自動車免

許に係る技能検定員審査

５ 技能検定の実施

に関する知識

2，000円普通自動車免許に係る技能検定員

審査

2，250円特定第一種運転免許に係る技能検

定員審査

1，850円大型自動車免許又は中型自動車免

許に係る技能検定員審査

６ 自動車の運転技

能の評価方法に関

する知識 1，950円普通自動車免許に係る技能検定員

審査

2，450円特定第一種運転免許に係る技能検

定員審査

3，150円大型自動車第二種免許等に係る技

能検定員審査

2，700円大型自動車第二種免許等に係る技

能検定員審査

７ 道路運送法（昭

和26年法律第 183

号）第２条第３項

に規定する旅客自

動車運送事業及び

自動車運転代行業

法第２条第１項に

規定する自動車運

転代行業に関する

法令についての知

識

備考

１ 技能検定員審査を受けようとする者が１の項及び２の項の左欄に掲

げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合に

あっては、１の項及び２の項の右欄に定めるところによるほか、別表

第２の61の項金額の欄に定める額から更に大型自動車免許又は中型自

動車免許に係る技能検定員審査については 2，950円を、普通自動車免

許に係る技能検定員審査については 900円を、特定第一種運転免許に

係る技能検定員審査については 1，050円を、大型自動車第二種免許等

に係る技能検定員審査については 3，050円を減ずるものとする。

２ 技能検定員審査を受けようとする者が３の項及び４の項の左欄に掲

げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合に

あっては、３の項及び４の項の右欄に定めるところによるほか、別表

第２の61の項金額の欄に定める額から更に大型自動車免許又は中型自

動車免許に係る技能検定員審査については 350円を、普通自動車免許

に係る技能検定員審査については 200円を、特定第一種運転免許に係

る技能検定員審査については 350円を減ずるものとする。

審査

1，950円特定第一種運転免許に係る技能検

定員審査

2，000円大型自動車免許又は中型自動車免

許に係る技能検定員審査

５ 技能検定の実施

に関する知識

1，950円普通自動車免許に係る技能検定員

審査

2，500円特定第一種運転免許に係る技能検

定員審査

1，750円大型自動車免許又は中型自動車免

許に係る技能検定員審査

６ 自動車の運転技

能の評価方法に関

する知識 2，100円普通自動車免許に係る技能検定員

審査

2，550円特定第一種運転免許に係る技能検

定員審査

3，700円大型自動車第二種免許等に係る技

能検定員審査

2，550円大型自動車第二種免許等に係る技

能検定員審査

７ 道路運送法（昭

和26年法律第 183

号）第２条第３項

に規定する旅客自

動車運送事業及び

自動車運転代行業

法第２条第１項に

規定する自動車運

転代行業に関する

法令についての知

識

備考

１ 技能検定員審査を受けようとする者が１の項及び２の項の左欄に掲

げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合に

あっては、１の項及び２の項の右欄に定めるところによるほか、別表

第２の61の項金額の欄に定める額から更に大型自動車免許又は中型自

動車免許に係る技能検定員審査については 2，800円を、普通自動車免

許に係る技能検定員審査については 850円を、特定第一種運転免許に

係る技能検定員審査については 1，050円を、大型自動車第二種免許等

に係る技能検定員審査については 3，100円を減ずるものとする。

２ 技能検定員審査を受けようとする者が３の項及び４の項の左欄に掲

げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合に

あっては、３の項及び４の項の右欄に定めるところによるほか、別表

第２の61の項金額の欄に定める額から更に大型自動車免許又は中型自

動車免許に係る技能検定員審査については 550円を、普通自動車免許

に係る技能検定員審査については 350円を、特定第一種運転免許に係

る技能検定員審査については 350円を減ずるものとする。

別表第２の金額

の欄に定める額

から減ずる額

区 分審 査 細 目

4，150円大型自動車免許及び中型自動車免

許に係る教習指導員審査

１ 教習指導員とし

て必要な自動車の

運転技能 3，750円普通自動車免許に係る教習指導員

審査

［略］

4，450円大型自動車第二種免許等に係る教

別表第２の金額

の欄に定める額

から減ずる額

区 分審 査 細 目

4，000円大型自動車免許及び中型自動車免

許に係る教習指導員審査

１ 教習指導員とし

て必要な自動車の

運転技能 3，600円普通自動車免許に係る教習指導員

審査

［略］

4，250円大型自動車第二種免許等に係る教
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習指導員審査

1，450円大型自動車免許又は中型自動車免

許に係る教習指導員審査

２ 技能教習に必要

な教習の技能

1，400円普通自動車免許に係る教習指導員

審査

1，500円特定第一種運転免許に係る教習指

導員審査

1，900円大型自動車第二種免許等に係る教

習指導員審査

1，350円大型自動車免許又は中型自動車免

許に係る教習指導員審査

３ 学科教習に必要

な教習の技能

1，300円普通自動車免許に係る教習指導員

審査

1，150円特定第一種運転免許に係る教習指

導員審査

1，450円大型自動車免許又は中型自動車免

許に係る教習指導員審査

４ 道交法第 108条

の28第４項に規定

する教則の内容と

なっている事項そ

の他自動車の運転

に関する知識

1，200円普通自動車免許に係る教習指導員

審査

1，250円特定第一種運転免許に係る教習指

導員審査

1，450円大型自動車免許又は中型自動車免

許に係る教習指導員審査

５ 自動車教習所に

関する法令につい

ての知識 1，200円普通自動車免許に係る教習指導員

審査

1，250円特定第一種運転免許に係る教習指

導員審査

1，350円大型自動車免許又は中型自動車免

許に係る教習指導員審査

６ 教習指導員とし

て必要な教育につ

いての知識 1，150円普通自動車免許に係る教習指導員

審査

1，150円特定第一種運転免許に係る教習指

導員審査

2，700円大型自動車第二種免許等に係る教

習指導員審査

７ 道路運送法第２

条第３項に規定す

る旅客自動車運送

事業及び自動車運

転代行業法第２条

第１項に規定する

自動車運転代行業

に関する法令につ

いての知識

備考

１ 教習指導員審査を受けようとする者が１の項及び２の項の左欄に掲

げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合に

あっては、１の項及び２の項の右欄に定めるところによるほか、別表

第２の63の項金額の欄に定める額から更に大型自動車免許又は中型自

動車免許に係る教習指導員審査については 3，000円を、普通自動車免

許に係る教習指導員審査については 950円を、特定第一種運転免許に

係る教習指導員審査については 1，050円を、大型自動車第二種免許等

に係る教習指導員審査については 3，050円を減ずるものとする。

２ 教習指導員審査を受けようとする者が４の項及び５の項の左欄に掲

げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合に

あっては、４の項及び５の項の右欄に定めるところによるほか、別表

習指導員審査

1，350円大型自動車免許又は中型自動車免

許に係る教習指導員審査

２ 技能教習に必要

な教習の技能

1，250円普通自動車免許に係る教習指導員

審査

1，300円特定第一種運転免許に係る教習指

導員審査

2，050円大型自動車第二種免許等に係る教

習指導員審査

1，250円大型自動車免許又は中型自動車免

許に係る教習指導員審査

３ 学科教習に必要

な教習の技能

1，200円普通自動車免許に係る教習指導員

審査

1，100円特定第一種運転免許に係る教習指

導員審査

1，550円大型自動車免許又は中型自動車免

許に係る教習指導員審査

４ 道交法第 108条

の28第４項に規定

する教則の内容と

なっている事項そ

の他自動車の運転

に関する知識

1，350円普通自動車免許に係る教習指導員

審査

1，300円特定第一種運転免許に係る教習指

導員審査

1，550円大型自動車免許又は中型自動車免

許に係る教習指導員審査

５ 自動車教習所に

関する法令につい

ての知識 1，350円普通自動車免許に係る教習指導員

審査

1，300円特定第一種運転免許に係る教習指

導員審査

1，400円大型自動車免許又は中型自動車免

許に係る教習指導員審査

６ 教習指導員とし

て必要な教育につ

いての知識 1，300円普通自動車免許に係る教習指導員

審査

1，200円特定第一種運転免許に係る教習指

導員審査

2，550円大型自動車第二種免許等に係る教

習指導員審査

７ 道路運送法第２

条第３項に規定す

る旅客自動車運送

事業及び自動車運

転代行業法第２条

第１項に規定する

自動車運転代行業

に関する法令につ

いての知識

備考

１ 教習指導員審査を受けようとする者が１の項及び２の項の左欄に掲

げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合に

あっては、１の項及び２の項の右欄に定めるところによるほか、別表

第２の63の項金額の欄に定める額から更に大型自動車免許又は中型自

動車免許に係る教習指導員審査については 2，850円を、普通自動車免

許に係る教習指導員審査については 900円を、特定第一種運転免許に

係る教習指導員審査については 1，100円を、大型自動車第二種免許等

に係る教習指導員審査については 3，150円を減ずるものとする。

２ 教習指導員審査を受けようとする者が４の項及び５の項の左欄に掲

げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合に

あっては、４の項及び５の項の右欄に定めるところによるほか、別表
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第２の63の項金額の欄に定める額から更に大型自動車免許又は中型自

動車免許に係る教習指導員審査については 100円を、普通自動車免許

に係る教習指導員審査については 100円を、特定第一種運転免許に係

る教習指導員審査については50円を減ずるものとする。

第２の63の項金額の欄に定める額から更に大型自動車免許又は中型自

動車免許に係る教習指導員審査については 250円を、普通自動車免許

に係る教習指導員審査については 100円を、特定第一種運転免許に係

る教習指導員審査については 100円を減ずるものとする。

附 則

この条例は、平成27年４月１日から施行する。ただし、別表第２の68の項の改正規定（道交法第 108条の２第１項第14号に掲げる講習を

加える部分に限る。）は、同年６月１日から施行する。
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